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上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
上
博
楚
簡
）
『
影
祖
』
は
、
竹
簡

八
枚
か
ら
な
る
小
篇
で
あ
る
。
他
の
楚
簡
の
多
く
が
儒
家
系
文
献

で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
書
は
、
伝
世
の
道
家

系
文
献
や
道
教
伝
承
の
中
に
登
場
す
る
「
影
祖
」
が
話
者
と
な
っ

て
い
る
点
に
大
き
な
特
色
を
有
す
る
。
彰
祖
は
、
帝
顕
瑣
の
曾
孫

ま
た
は
玄
孫
で
、
七
百
歳
あ
る
い
は
八
百
歳
の
長
寿
を
保
っ
た
人

物
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
新
出
土
資
料
『
影
祖
』
を
取
り
上
げ
、
そ
の

内
容
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
影
祖
伝
承
に
お
け
る
意
義
に
つ
い

て
も
併
せ
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
、
本
書
を
収
録
す
る
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
三
）
』

（
馬
承
源
主
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
三
年
十
二
月
）
に

よ
れ
ば
、
そ
の
書
誌
情
報
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
竹
簡
全
八
枚
。

序

言 上
博
楚
簡

『
影
祖
』

に
お
け
る

中
国
研
究
集
刊
致
号
（
総
三
十
七
号
）
平
成
十
七
年
六
月
二

O
I三
六
頁

ほ
ぼ
完
簡
と
認
め
ら
れ
る
の
は
三
枚
で
、
簡
長
は
約
五
ニ
セ
ン

チ
。
他
五
簡
は
残
簡
。
簡
端
は
平
斉
で
、
三
道
編
綾
。
総
字
数
は

二
九
一
字
。
篇
題
は
な
く
、
「
影
祖
」
と
は
内
容
か
ら
命
名
し
た
仮

称
で
あ
る
。

竹
簡
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
第
一
簡
が
内
容
か
ら
判
断
し
て
全

体
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
ま
た
、
第
八
簡
の
文
末
に

墨
鉤
が
あ
り
以
下
留
白
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
八
簡
が
全

体
の
末
尾
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
（
注
1
)
。
竹
簡
の
接
続
に

つ
い
て
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
三
）
』
の
釈
文
（
李
零
氏

担
当
）
は
、
第
一
簡
と
第
二
簡
、
第
七
簡
と
第
八
簡
と
を
連
続
す

る
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
が
、
他
の
四
簡
に
つ
い
て
は
前
後

の
接
続
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
三
簡
か
ら
第
六

簡
ま
で
は
あ
く
ま
で
仮
に
配
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
長
生
」

の
思
想

湯

浅

邦

弘
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上
博
楚
簡
『
彰
祖
』

本
章
で
は
ま
ず
李
零
氏
の
釈
文
に
沿
っ
て
内
容
の
解
読
を
行
い

た
い
。
0
1
.
0
2
は
竹
簡
番
号
、
「
＝
」
は
重
文
号
、
「

9

は
墨
釘
、

「
レ
」
は
墨
鉤
、
口
は
欠
損
字
、
【
】
内
の
文
字
は
欠
損
字
を
補

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
原
文
に
つ
い
て
は
、
李
零
氏
の

釈
文
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
筆
者
な
り
に
釈
読
し
た
も
の
を
掲
載

す
る
こ
と
と
し
、
読
解
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
注
記

す
る
こ
と
と
す
る
。

0
1
考
老
問
干
影
祖
日
、
「
者
氏
嬰
心
不
忘
、
受
命
永
長
。
臣
何

藝
何
行
、
而
學
於
朕
身
、
而
訪
干
帝
常
」
。
彫
祖
曰
、
「
休
哉
、

乃
将
多
問
因
由
、
乃
不
失
度
。
彼
天
之
道
、
唯
亙
…
…
0
2
言
、

天
地
奥
人
、
若
経
典
緯
、
若
表
輿
裏
」
。
問
、
「
三
去

JT
二、

登
若
己
」
。
影
祖
日
、
「
旺
、
汝
草
＿
＿
布
問
、
余
告
汝
人
倫
、

日
、
戒
之
母
睛
、
慎
終
保
努
。
大
匡
之
襄
、
難
易
款
欲
。
余

戸
口
汝
]

者
老
、
影
祖
に
問
い
て
日
く
、
「
考
氏
心
を
至
し
て
忘
れ
ず
、

命
を
受
け
て
永
長
た
り
。
臣
何
を
か
芸
と
し
何
を
か
行
い
て
、

や
す

而
ち
朕
の
身
に
挙
げ
て
、
帝
の
常
に
訪
ん
ぜ
ん
や
」
。
彰
祖
日

ょ

く
、
「
休
き
か
な
、
乃
ち
将
に
因
由
を
問
う
こ
と
多
け
れ
ば
、

乃
ち
度
を
失
わ
ず
。
彼
の
天
の
道
は
、
唯
だ
恒
に
…
…
0
2

天
地
と
人
と
は
、
経
と
緯
と
の
若
く
表
と
裏
と
の
若
し
」
。

い
か
ん

問
う
、
「
三
、
其
の
二
を
去
れ
ば
、
登
に
若
己
」
。
影
祖
日
く
、

「
呼
、
汝
、
摯
摯
と
し
て
問
い
を
布
く
。
余
、
汝
に
人
倫
を

告
げ
ん
。
日
く
、
之
を
戒
め
て
眺
る
母
か
れ
、
終
わ
り
を
慎
み

っ
と

て
労
め
を
保
て
。
大
い
に
之
が
蒻
を
匡
し
、
難
易
款
欲
（
注
2
)
0

余
汝
に
告
ぐ
…
…
（
注
3
)

ま
ず
本
書
の
基
本
的
な
構
成
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
「
考
老
」

と
「
影
祖
」
の
問
答
体
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
者
老
は
自

ら
を
「
臣
」
と
称
し
、
彰
祖
は
考
老
を
「
女
（
汝
）
」
と
呼
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
両
者
は
臣
下
と
君
主
と
い
う
設

定
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
第
四

簡
で
者
老
が
影
祖
を
「
君
」
と
呼
び
、
第
七
簡
で
考
老
が
彰
祖
に

「
二
拝
稽
首
」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
こ
で
考
老
が
ま
ず
問
う
の
は
、
「
者
氏
」
の
「
永
長
」
で
あ
る
。

「
考
氏
」
す
な
わ
ち
考
老
一
族
は
、
ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
し
て
忘
れ

る
こ
と
な
＜
（
注
4
)
、
命
を
受
け
て
永
続
し
て
い
る
。
私
考
老
は
、

何
を
才
能
と
し
、
ま
た
何
を
行
動
と
し
て
身
に
つ
け
（
注
5
)
、
帝
王

の
常
道
に
安
ん
じ
ま
し
ょ
う
か
（
注
6
)
、
と
問
う
。

こ
の
問
い
は
、
考
氏
一
族
が
か
つ
て
帝
王
か
ら
封
建
領
主
と
し

て
の
命
を
受
け
、
そ
れ
か
ら
長
期
に
わ
た
っ
て
そ
の
領
地
を
保
有
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し
て
い
る
、
と
い
う
設
定
が
前
提
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
考
老
は
自
分
の
代
で
そ
れ
が
断
絶
し
な
い
よ
う
に
す
る

に
は
ど
の
よ
う
な
才
能
を
身
に
つ
け
、
い
か
な
る
行
動
を
取
れ
ば

よ
い
か
と
尋
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
影
祖
は
ま
ず
、
「
因
由
を
問
う
こ
と
多
け
れ
ば
、

乃
ち
度
を
失
わ
ず
」
と
、
物
事
の
本
質
や
原
因
を
常
に
追
究
し
て

い
け
ば
常
軌
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
し
て
者
老
の
謙
虚
な

姿
勢
を
「
休
き
か
な
」
と
褒
め
る
。
そ
し
て
、
そ
の
答
え
と
し
て

「
天
の
道
」
に
つ
い
て
解
説
を
始
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
残
念
な

が
ら
第
一
簡
は
そ
こ
で
断
絶
し
て
い
る
。
続
く
第
二
簡
は
、
そ
の

答
え
の
最
後
の
部
分
を
記
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
「
天
地
」
と

「
人
」
と
が
表
裏
一
体
の
関
係
で
あ
る
と
の
総
括
を
述
べ
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
第
二
簡
と
前
簡
と
の
間
に
、
「
天
の
道
」
と
「
地
の

道
」
に
関
す
る
影
祖
の
言
説
、
あ
る
い
は
「
天
の
道
」
「
地
の
道
」

と
「
人
の
道
」
に
関
す
る
影
祖
の
言
説
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

（注
7
)
0
こ
の
答
え
に
対
し
て
、
考
老
は
、
「
三
」
か
ら
「
」
を
去
れ
ば

い
か
が
で
し
ょ
う
か
と
再
び
問
う
。
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
「
三
」

と
は
天
・
地
・
人
で
あ
り
、
「
二
」
を
去
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
内

か
ら
天
・
地
を
去
っ
た
残
り
、
す
な
わ
ち
「
人
」
に
つ
い
て
問
う

と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

影
祖
は
、
真
摯
に
質
問
を
続
け
る
考
老
の
姿
勢
を
「
呼
、
汝
、

03
…
…
口
、
不
知
所
終
曰
」
。
考
老
日
、
「
耗
―
―
余
朕
摯
、
未
則

干
天
、
敢
問
為
人
」
。
影
祖
日
…
…

…
…
口
、
終
わ
る
所
を
知
ら
ず
」
。
考
老
日
く
、
「
耗
耗
た
る

余
朕
摯
、
未
だ
天
に
則
ら
ず
。
敢
て
人
為
る
を
問
わ
ん
」
。

影
祖
日
＜
…
…

本
書
が
問
答
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
「
考
老

日
」
の
直
前
の
「
不
知
所
終
」
は
影
祖
の
言
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
竹
簡
の
上
端
欠
損
の
た
め
内
容
は
未
詳
で
あ
る
。
た
だ
、

「
終
わ
る
所
を
知
ら
ず
」
と
い
う
言
は
「
天
の
道
」
に
関
す
る
も

の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
考

老
の
言
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
者
老
は
、
自
己
を
「
耗
耗
た
る

次
に
、
前
後
の
接
続
不
明
と
さ
れ
る
第
三
簡
に
移
る
。

し
て
問
い
を
布
く
」
と
評
価
し
た
後
（
注
8
)
、
「
人
倫
」
に
つ

い
て
教
え
て
や
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
こ
と
も
、
「
三
」
か
ら
「
二
」

を
去
る
と
い
う
の
が
、
結
局
は
「
人
」
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
っ

た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
影
祖
の
説
く
「
人
倫
」
と
は
「
之
を

戒
め
て
鶉
る
母
か
れ
、
終
わ
り
を
慎
み
て
労
め
を
保
て
と
い
っ

た
内
容
で
あ
っ
た
。

(22) 



余
朕
摯
」
と
謙
遜
し
（
注
9
)
、
「
未
だ
天
に
則
ら
ず
」
と
、
自
分
の
能

カ
で
は
「
天
」
の
あ
り
方
に
準
拠
で
き
な
い
の
で
、
「
敢
て
人
為
る

を
問
わ
ん
」
、
つ
ま
り
、
よ
り
卑
近
な
「
人
」
に
つ
い
て
問
い
た
い

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
考
老
に
と
っ
て
、
「
天
」
は
目
標
が
高

す
ぎ
て
適
切
な
指
標
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
た
、
と
い
う
設
定
で

あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
本
簡
は
、
天
地
人
に
つ
い
て
影
祖
が
述
べ
た
と
思

わ
れ
る
第
一
簡
•
第
二
簡
の
間
に
位
置
す
る
竹
簡
で
あ
っ
た
可
能

性
も
残
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
含
め
て

推
測
を
進
め
れ
ば
、
第
一
簡
下
端
（
欠
損
）
か
ら
第
二
簡
へ
直
結

す
る
の
で
は
な
く
、
両
簡
の
間
に
、
天
地
人
に
つ
い
て
説
い
た
複

数
の
別
簡
が
入
っ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

0
4
既
蹟
於
天
、
又
墜
於
淵
。
夫
子
之
應
登
突
、
何
汀
崇
。
故

君
之
應
、
良
…
…

の
ぽ

既
に
天
に
蹟
り
、
又
た
淵
に
墜
つ
。
夫
子
の
應
の
登
る
こ
と
、

何
ぞ
其
れ
崇
き
か
。
故
に
君
の
原
心
‘
良
…
…

影
祖
と
考
老
が
君
臣
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
述

次
の
第
四
簡
も
前
後
の
接
続
が
不
明
で
あ
る
。

05
…
…
父
子
兄
弟
。
五
紀
畢
周
、
雖
貧
必
修
。

雖
富
必
失
。
余
告
汝
禍
【
福
】
…
…

…
…
父
子
兄
弟
。
五
紀
畢
く
周
け
れ
ば
、
貧
す
と
雖
も
必
ず

修
む
。
五
紀
エ
な
ら
ず
ん
ば
、
富
む
と
雖
も
必
ず
失
う
。
余
、

汝
に
告
ぐ
、
禍
福
は
…
…

話
者
に
つ
い
て
、

第
五
簡
で
あ
る
。

べ
た
。
こ
の
簡
に
は
話
者
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
容
と

と
い
う
表
現
か
ら
、
臣
で
あ
る
考
老
が
「
君
」
で
あ
る
影
祖
を
讃

え
た
部
分
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
（
影
祖
の
徳
は
）
天
に
至
り
地

に
満
ち
て
い
る
。
あ
な
た
の
徳
の
至
る
さ
ま
は
何
と
高
い
こ
と
か
。

考
老
は
こ
の
よ
う
に
影
祖
を
絶
賛
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
天
地

に
つ
い
て
一
定
の
解
説
を
聞
い
た
後
に
発
せ
ら
れ
た
感
嘆
の
言
と

解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
最
大
級
の
賛
辞
は
、

影
祖
が
帝
王
の
一
族
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
反
映
し
て
い
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
永
続
し
て
い
る
影

祖
一
族
の
実
績
に
対
し
て
、
敬
意
を
表
明
す
る
表
現
で
あ
っ
た
可

能
性
も
あ
る
。

五
紀
不
エ
、

こ
れ
と
は
逆
の
推
測
が
で
き
る
の
が
、
次
の

(23) 



本
簡
も
話
者
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
半
に
「
余
、
汝
に

ぐ
」
と
あ
る
の
で
、
影
祖
の
言
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
内
容
は
、
人
道
・
人
倫
に
関
す
る
影
祖
の
言
で
あ
る
。

「
父
子
兄
弟
」
の
前
は
竹
簡
残
欠
の
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
直

後
に
「
五
紀
」
と
あ
る
の
で
、
「
父
子
兄
弟
」
、
君
臣
、
夫
婦
、
朋

友
の
よ
う
な
人
間
社
会
の
最
も
根
幹
と
な
る
道
徳
秩
序
に
つ
い
て

論
じ
た
部
分
と
考
え
ら
れ
る
（
注
l
o
)
。
ま
た
、
そ
の
「
五
紀
」
が
完

備
し
て
い
れ
ば
、
今
は
貧
窮
し
て
い
て
も
必
ず
修
復
し
（
注
1
1
)

、
逆

に
「
五
紀
」
に
不
備
が
あ
れ
ば
、
今
は
裕
福
で
あ
っ
て
も
必
ず
失

墜
す
る
と
、
道
徳
秩
序
と
貧
富
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

る
。
あ
る
意
味
で
因
果
応
報
的
な
言
説
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
宿

命
や
運
命
と
い
っ
た
も
の
を
介
在
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
五
紀
」

と
い
う
人
倫
を
重
視
す
る
点
に
特
色
が
見
ら
れ
る
。

0
6
…
…
恩
＿
乏
謀
不
可
行
、
柚
楊
之
心
不
可
長
、
遠
慮
用
素
心

白
身
澤
、
余
告
汝
咎

…
…
の
謀
は
行
う
べ
か
ら
ず
、
侃
傷
の
心
は
長
ず
べ
か
ら
ず
、

遠
く
素
心
白
身
の
沢
を
用
う
る
を
慮
る
（
注
12)°

余
、
汝
に
告

ぐ
、
咎
は

こ
の
第
五
簡
と
同
様
に
推
測
で
き
る
の
が
次
の
第
六
簡
で
あ
る
。

口
者
は
以
い
ず
、
務
む
る
こ
と
多
き
者
は
憂
い
多
く
、
賊
す

最
後
の
第
七
簡
と
第
八
簡
が
本
書
の
末
尾
と
な
る
部
分
で
あ
る
。

こ
の
簡
に
も
話
者
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
や
は
り
末
尾
に

「
余
、
汝
に
告
ぐ
」
と
あ
る
の
で
、
こ
の
簡
が
影
祖
の
言
を
記
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
竹
簡
の
上
下
に
欠
損
が
あ
り
、

読
み
取
れ
る
部
分
は
僅
か
で
あ
る
が
、
「
…
…
の
謀
」
は
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
、
「
侃
楊
の
心
」
は
持
続
し
な
い
、
と
し
て
と
も
に
否

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
…
…
の
謀
」
と
「
侃
楊
の
心
」
は

と
も
に
、
人
間
の
こ
と
さ
ら
な
作
為
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
に
続
く
後
文
で
は
、
「
素
心

白
身
」
と
い
っ
た
飾
り
気
の
な
い
素
朴
な
心
身
の
も
た
ら
す
恵
沢

を
「
慮
る
」
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

0
7
口
者
不
以
、
多
務
者
多
憂
、
賊
者
自
賊
＂
」
。
彰
祖
日
、
「
一

命
一
修
、
是
謂
益
愈
。
一
命
三
修
、
是
謂
自
厚
。
三
命
四
修
、

是
謂
百
姓
之
主
。
一
命
一
臆
、
是
謂
遭
残
。
一
命
三
【
膿
】

0
8
是
謂
不
長
。
三
命
四
臆
、
是
謂
絶
綴
。
母
抽
富
、
母
阿
賢
、

母
向
桓
」
。
考
老
二
拝
稽
首
日
、
「
朕
摯
不
敏
、
既
得
聞
道
、

恐
弗
能
守
二
。
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る
者
は
自
か
ら
賊
う
」
。
彫
祖
日
く
、
「
一
命
一
修
、
是
れ
を

益
愈
と
謂
う
。
一
命
三
修
（
注
1
3
)
、
是
れ
を
自
厚
と
謂
う
。
三

命
四
修
、
是
れ
を
百
姓
の
主
と
謂
う
。
一
命
一
臆
、
是
れ
を

遭
残
と
謂
う
。
一
命
三
【
膿
】
（
翡
）
、
是
れ
を
不
長
と
謂
う
。

三
命
四
地
、
是
れ
を
絶
綴
と
謂
う
。
抽
す
る
こ
と
母
け
れ
ば

富
み
、
阿
る
こ
と
母
け
れ
ば
賢
た
り
、
向
う
こ
と
母
け
れ
ば
樹

つ
」
（
注
15)°

考
老
二
拝
稽
首
し
て
日
く
、
「
朕
摯
敏
な
ら
ず
、

既
に
道
を
聞
く
を
得
る
も
、
守
る
能
わ
ざ
る
を
恐
る
」
。

ま
ず
第
七
簡
の
墨
釘
の
後
に
「
影
祖
日
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の

直
前
ま
で
が
考
老
の
言
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
簡
ま
で
考

老
の
言
は
、
影
祖
へ
の
問
い
掛
け
や
影
祖
へ
の
賛
辞
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
、
「
務
む
る
こ
と
多
き
者
は
憂
い
多
く
、
賊
す
る
者
は
自

か
ら
賊
う
」
と
あ
る
の
で
、
人
道
・
人
倫
に
つ
い
て
の
影
祖
の
教

え
を
聞
い
た
上
で
、
考
老
な
り
の
理
解
を
敷
術
し
て
述
べ
た
箇
所

で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
彫
祖
は
、
次
の
よ
う
な
論
を
展
開
す
る
。
「
一
命

一
修
」
を
「
益
愈
」
と
言
い
、
「
一
命
三
修
」
を
「
自
厚
」
と
言
い
、

「
三
命
四
修
」
を
「
百
姓
の
主
」
と
言
う
。
逆
に
、
「
一
命
―
腺
」

を
「
遭
残
」
と
言
い
、
「
一
命
三
腺
」
を
「
不
長
」
と
言
い
、
「
三

命
四
臆
」
を
「
絶
綴
」
と
言
う
、
と
。
こ
の
関
係
を
図
示
す
る
と

次
の
よ
う
に
な
る
。

命
一
修
·
…
•
•
益
愈

一
命
三
修
·
…
•
•
自
厚

三
命
四
修
：
…
・
百
姓
之
主

一
命
一
腺
…
・
：
遭
残

一
命
三
膿
…
…
不
長

三
命
四
膿
…
…
絶
綴

こ
の
内
、
「
命
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
簡
に
「
受
命
永
長
」
と
あ

る
の
を
重
視
す
れ
ば
、
帝
王
か
ら
領
主
と
し
て
命
を
受
け
る
（
封

建
さ
れ
る
）
の
意
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
一
命
」

「
一
命
」
「
三
命
」
と
数
が
不
規
則
に
増
加
し
て
い
る
点
に
つ
い
て

は
、
二
番
目
の
「
一
命
」
が
、
も
う
一
度
の
命
、
つ
ま
り
「
再
命
」

の
意
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
三
」
は
具
体
的
に
三
度
目
と
い

う
よ
り
も
、
何
度
か
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
当

該
箇
所
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

ひ
と
た
び
封
建
領
主
と
し
て
の
「
命
」
を
受
け
、
そ
れ
を
失
わ

な
い
よ
う
に
自
己
を
慎
み
修
め
れ
ば
、
勢
力
は
次
第
に
向
上
し
、

も
う
一
度
「
命
」
を
受
け
、
繰
り
返
し
自
己
を
慎
み
修
め
れ
ば
、

自
ず
か
ら
盤
石
の
体
制
が
整
い
、
重
ね
て
幾
度
か
の
「
命
」
を
受

け
、
そ
の
た
び
ご
と
に
繰
り
返
し
慎
み
修
め
れ
ば
、
「
百
姓
の
主
」

と
し
て
永
続
で
き
る
。

逆
に
、
封
建
領
主
と
し
て
の
「
命
」
を
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

わ
ざ
わ
い

度
を
越
え
て
職
慢
な
態
度
を
取
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
残
に
遭
い
、

も
う
一
度
「
命
」
を
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
繰
り
返
し
鶉
り
高
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ぶ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
邦
国
の
継
続
は
難
し
く
な
り
、
て
幾

度
か
の
「
命
」
を
受
け
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
た
び
ご
と
に
繰

り
返
し
蒻
り
高
ぶ
る
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
邦
国
は
断
絶

す
る
。つ
ま
り
、
前
半
の
「
命
」
と
「
修
」
の
場
合
は
、
「
一
命
一
修
」

「
一
命
三
修
」
「
三
命
四
修
」
の
順
に
良
い
度
合
い
が
上
昇
し
て
行

き
、
逆
に
「
命
」
と
「
腺
」
の
場
合
は
、
「
一
命
一
膿
」
「
一
命
三

膿
」
「
三
命
四
臆
」
の
順
に
悪
い
度
合
い
が
増
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
影
祖
は
「
三
命
四
修
」
に
よ
っ
て
「
百
姓
の
主
」

と
な
り
続
け
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
示
す
一
方
、
そ
れ
と
は
逆
の

態
度
に
よ
っ
て
災
禍
に
遭
っ
た
り
、
邦
国
を
持
続
で
き
な
か
っ
た

り
、
断
絶
し
た
り
す
る
こ
と
を
戒
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
影
祖
の
言
に
対
し
て
、
者
老
が
「
ニ

憚
す
る
と
こ
ろ
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

彰
祖
伝
承
の
展
開

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
内
容
は
、
中
国
古
代
思
想
史
の
上
で
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め

の
重
要
な
観
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
影
祖
に
関
わ
る
伝
承

で
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
影
祖
伝
承
に
関
す
る
従
来
の
諸
研
究
を

整
理
し
、
考
察
の
視
点
を
探
っ
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

し
て
恐

ま
ず
音
韻
の
上
か
ら
影
祖
の
実
態
に
つ
い
て
言
及
す
る
の
が
、

御
手
洗
勝
『
古
代
中
国
の
神
々
』
（
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）
で
あ

る
。
氏
は
、
本
論
第
二
部
第
五
章
「
発
・
丹
朱
・
職
兜
・
傲
•
長

琴
に
つ
い
て
」
の
注
に
お
い
て
、
『
国
語
』
鄭
語
の
記
述
に
注
目
す

る
。
『
国
語
』
鄭
語
に
は
、
「
影
姓
影
祖
・
家
謡
•
諸
稽
、
則
商
滅

之
突
」
と
あ
り
、
そ
の
葬
昭
注
に
「
大
影
、
陸
終
第
三
子
、
日
錢
、

為
影
姓
、
封
於
大
影
、
請
之
影
祖
、
影
城
是
也
」
「
彰
祖
、
大
影
也
。

琢
尊
・
諸
稽
、
其
後
別
封
也
」
と
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
影
祖
は
祝
融
八
姓
中
の
一
姓
、
す
な
わ
ち
影
姓
に

属
す
る
一
氏
族
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
影
姓
」
の
影
音
は
、
鼓
音

に
も
近
く
、
究
極
的
に
は
「
祝
融
」
の
祝
音
に
由
来
す
る
も
の
と

推
定
し
、
さ
ら
に
、
祝
融
の
八
姓
号
の
す
べ
て
と
、
国
名
（
氏
族

名
）
と
の
大
半
は
、
そ
の
始
祖
神
の
名
で
あ
る
祝
融
、
あ
る
い
は

祝
融
の
本
体
で
あ
る
火
に
由
来
す
る
、
と
の
説
を
提
示
す
る
の
で

あ
る
。こ
れ
は
、
主
と
し
て
音
を
手
が
か
り
に
影
祖
の
「
影
」
と
祝
融

と
の
関
係
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
影
祖

伝
承
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
、
そ
の
展
開
を
考
察
す
る
の
が
、
坂

出
祥
伸
「
影
祖
伝
説
と
『
影
祖
経
』
」
（
山
田
慶
児
編
『
新
発
現
中

国
科
学
史
資
料
の
研
究
論
考
編
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

一
九
八
五
年
）
で
あ
る
。

氏
は
、
諸
文
献
に
見
ら
れ
る
影
祖
伝
承
を
俯
敵
し
た
上
で
、
結
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論
的
に
は
、
原
・
影
祖
伝
説
か
ら
影
祖
長
生
伝
説
へ
展
開
し
た
と

の
見
通
し
を
述
べ
る
。
原
・
影
祖
伝
説
と
は
、
「
影
祖
」
を
、
人
物

名
で
は
な
く
、
夏
・
殷
二
王
朝
に
仕
え
た
影
姓
、
な
い
し
は
そ
の

侯
国
を
代
表
す
る
名
辞
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
「
八

百
年
」
と
は
、
影
祖
（
国
）
が
存
続
し
た
期
間
を
示
す
年
数
と
な

る（注
1
6
)
0

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
原
・
影
祖
伝
説
に
変
化
が
生
じ
た
。
氏

は
、
西
周
か
ら
春
秋
戦
国
時
代
に
か
け
て
の
間
に
、
原
・
影
祖
伝

説
が
影
祖
長
生
伝
説
へ
変
容
し
た
と
説
く
。
影
祖
長
生
伝
説
と
は
、

影
祖
が
八
百
歳
と
い
う
驚
異
的
な
長
寿
を
保
っ
た
人
物
で
あ
る
と

す
る
伝
承
で
あ
る
。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
こ
の
長
生
伝
説
は

神
仙
思
想
と
結
び
つ
き
、
神
仙
家
・
房
中
家
と
し
て
の
影
祖
像
が

形
成
さ
れ
、
『
影
祖
経
』
な
る
書
が
成
立
し
た
と
説
く
。
つ
ま
り
、

国
名
と
し
て
の
影
祖
か
ら
不
老
長
生
を
保
っ
た
神
仙
的
人
物
と
し

て
の
影
祖
へ
と
大
き
く
伝
承
が
展
開
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
見
通
し
を
述
べ
る
の
が
、
哀
珂
「
影
祖
長

壽
的
神
話
和
仙
話
」
（
『
哀
珂
神
話
論
集
』
、
四
川
大
学
出
版
社
、

一
九
九
六
年
）
で
あ
る
。
氏
は
、
『
国
語
』
に
お
い
て
影
祖
が
祝
融

の
後
裔
の
八
姓
の
一
っ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
、
「
影

祖
」
を
、
「
蛍
尤
」
や
「
考
父
」
同
様
、
国
族
あ
る
い
は
部
族
の
名

と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
影
祖
は
発
の
時
代
に
興
り
商
の
末
に
滅
ん

だ
が
、
後
、
誤
り
伝
え
ら
れ
て
、
個
人
の
名
と
な
り
、
彰
祖
七
百

歳
あ
る
い
は
八
百
歳
と
い
う
長
寿
伝
説
が
で
き
た
と
説
く
。

こ
の
よ
う
に
、
影
祖
伝
承
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
国
名
ま
た
は

部
族
名
か
ら
個
人
名
へ
と
い
う
変
化
、
後
世
に
お
け
る
不
老
長
生

伝
承
の
付
加
、
と
い
う
点
で
お
お
よ
そ
の
共
通
理
解
が
な
さ
れ
て

い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
坂
出
氏
が
、
「
国
名
か
ら

人
物
名
へ
の
変
化
、
長
生
者
あ
る
い
は
神
仙
で
あ
る
と
の
伝
説
が

ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
解
き
明
か
す

資
料
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
展
開
の
理
由

や
様
相
は
判
然
と
し
て
い
な
い
。
影
祖
に
ま
つ
わ
る
資
料
は
『
列

仙
伝
』
や
『
神
仙
伝
』
な
ど
漢
代
以
降
の
も
の
が
多
く
、
肝
心
の

「
変
化
」
「
展
開
」
期
に
該
当
す
る
資
料
の
乏
し
い
点
が
考
察
の
支

障
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
哀
氏
も
、
影

祖
が
「
神
話
人
物
」
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
長
寿
の
他
に
、
異
常

な
誕
生
諏
な
ど
に
も
起
因
し
て
い
る
と
述
べ
る
に
止
ま
り
、
そ
も

そ
も
そ
う
し
た
長
寿
伝
承
や
誕
生
閥
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
様
相

や
、
な
ぜ
個
人
名
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
説
明
を
加
え

て
い
な
い
。

さ
ら
に
、
影
祖
は
後
世
、
「
老
影
」
「
影
老
」
の
よ
う
に
老
子
と

連
称
さ
れ
、
影
祖
が
老
子
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
「
道
」
の
体
得
者

と
し
て
重
視
さ
れ
た
り
、
両
者
が
混
同
さ
れ
る
と
い
っ
た
現
象
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
影
祖
が
驚
異
的
な
長
生
を
保

っ
た
と
さ
れ
、
神
仙
家
・
房
中
家
と
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
と
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関
係
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
影
祖
以
外
に
も
長
生
を
保

っ
た
と
さ
れ
る
伝
説
上
の
人
物
は
多
数
い
る
こ
と
か
ら
、
老
子
と

彰
祖
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
要
因
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
な
検
討

を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

国
家
の
長
生
と
個
人
の
長
生

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
の
状
況
を
念
頭
に
い
て
、
今

一
度
、
上
博
楚
簡
『
影
祖
』
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
「
影
祖
」
が
国
名
か
個
人
名
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

本
書
の
基
本
的
な
構
成
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
お
い
て

は
、
影
祖
が
「
君
」
、
荀
老
が
「
臣
」
と
い
う
役
回
り
で
、
君
臣
問

答
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
会
話
の
内
容
は
、
天
・

地
・
人
の
あ
り
方
、
特
に
後
半
で
は
人
倫
・
人
道
の
重
要
性
で
あ

っ
た
。
影
祖
が
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ

る。
で
は
、
他
の
影
祖
伝
承
の
よ
う
に
、
影
祖
は
驚
異
的
な
長
寿
を

保
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、

冒
頭
の
考
老
の
質
問
の
中
に
は
、
「
受
命
永
長
」
と
あ
り
、
一
見
、

「
長
生
」
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
「
者
氏
」
一
族
の
「
永
長
」
を
言
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
考
老
や
影
祖
個
人
の
不
老
長
生
を
述
べ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
荀
老
の
問
い
は
、
「
考
氏
」
一
族
の
「
永
長
」
を
断
絶
さ
せ

な
い
よ
う
に
は
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
影
祖
の
答
え
も
、
竹
簡
の
欠
落
が
あ
っ
て
確
定
的
な
こ

と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
お
お
よ
そ
天
地
人
の
あ
り
方
を
も
っ
て

答
え
る
と
い
う
内
容
で
、
決
し
て
、
不
老
長
生
や
房
中
養
生
の
術

を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
特
に
後
半
部
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
君
」

の
立
場
か
ら
「
人
倫
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

こ
の
点
を
、
さ
ら
に
具
体
的
に
指
摘
し
て
み
よ
う
。
第
二
簡
で

は
、
「
影
祖
日
く
、
呼
、
汝
、
摯
摯
と
し
て
問
い
を
布
く
。
余
、
汝

に
人
倫
を
告
げ
ん
。
日
く
、
之
を
戒
め
て
縞
る
母
か
れ
、
終
わ
り

を
慎
み
て
労
め
を
保
て
」
と
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
明
ら
か
に
「
人

倫
」
が
主
題
と
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
内
容
は
、
「
之
を
戒
め

て
瞬
る
母
か
れ
」
と
い
っ
た
極
め
て
常
識
的
な
発
言
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
不
老
長
生
術
や
房
中
術
な
ど
は
、
そ
の
片
鱗
さ
え
も
窺

う
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
第
五
簡
の
「
…
…
父
子
兄
弟
。
五
紀
畢
く
周
け
れ
ば
、

貧
す
と
雖
も
必
ず
修
む
。
五
紀
エ
な
ら
ず
ん
ば
、
富
む
と
雖
も
必

ず
失
う
」
も
、
人
倫
の
基
本
た
る
「
五
紀
」
に
つ
い
て
説
く
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
五
紀
」
の
完
備
・
不
備
が
「
富
」
「
貧
」

に
つ
な
が
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
極
め
て
現
実
的
な
富

貴
論
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
ら
に
第
七
簡
で
は
、
「
百
姓
の
主
」
と
な
る
こ
と
が
最
高
の
ラ
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ン
ク
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
一
命
三
臆
」
と
さ
れ
る

「
不
長
」
は
、
前
後
と
の
対
応
か
ら
考
え
て
、
個
人
の
「
不
長
」

で
は
な
く
氏
族
や
邦
国
の
「
不
長
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
彰

祖
は
、
「
君
」
の
立
場
か
ら
、
政
治
世
界
に
お
い
て
「
百
姓
の
主
」

と
し
て
持
続
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
、
邦
国
が
持
続
し
な
か
っ
た

り
、
直
ち
に
断
絶
し
た
り
す
る
こ
と
を
厳
し
く
否
定
す
る
の
で
あ

る。
こ
れ
に
続
く
第
八
簡
も
、
「
抽
す
る
こ
と
母
け
れ
ば
富
み
、
阿
る

こ
と
母
け
れ
ば
賢
た
り
、
向
う
こ
と
母
け
れ
ば
樹
つ
」
の
よ
う
に
、

「
富
（
貴
）
」
「
賢
（
知
）
」
「
樹
（
立
）
」
と
い
っ
た
通
常
の
人
間

社
会
の
価
値
観
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
総
じ
て
、
個
人
の
不
老
長

生
や
房
中
養
生
な
ど
の
要
素
は
皆
無
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
同
じ
く
「
彰
祖
」
と
「
考
老
」
が
登
場
す
る
新
出

資
料
に
、
馬
王
堆
漢
墓
竹
簡
『
十
問
』
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
右
の

よ
う
な
『
影
祖
』
の
性
格
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
の

『
十
問
』
と
の
比
較
を
行
っ
て
み
よ
う
。

『
十
問
』
は
、
長
沙
馬
王
堆
三
号
墓
か
ら
出
土
し
た
簡
贖
の
中

の
―
つ
で
、
竹
簡
百
一
枚
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
束
に
な
っ
た

竹
簡
群
の
内
側
に
『
十
問
』
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
よ
う
に
外
側
に
竹

簡
『
合
陰
陽
』
三
十
二
枚
が
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
両
書

は
も
と
同
冊
だ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
十
問
』
と
は

十
の
問
答
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
仮
称
で
あ
り
、

『
合
陰
陽
』
も
、
冒
頭
に
「
凡
将
合
陰
陽
之
方
」
と
あ
る
こ
と
に

よ
る
仮
称
で
あ
る
。

こ
の
『
十
問
』
の
十
の
問
答
の
内
、
影
祖
と
考
老
が
登
場
す
る

の
は
、
各
々
六
番
目
と
七
番
目
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
的
性
格
を

検
討
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
を
含
め
、
十
の
問
答
す
べ
て
を
次
の

よ
う
な
表
に
ま
と
め
て
み
た
。

表
は
、
上
か
ら
①

S
⑩
の
整
理
番
号
、
質
問
者
、
回
答
者
、
問

答
の
主
題
や
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
『
十
問
』
の
主
題
は
長
生
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
天
地
の
道
の

体
得
、
飲
食
、
睡
眠
、
呼
吸
、
房
中
な
ど
の
重
視
で
あ
る
。
影
祖

は
六
番
目
の
問
答
で
王
子
巧
父
（
王
子
喬
、
周
太
子
晋
）
の
問
い

に
答
え
、
「
股
（
縮
）
精
」
「
壽
盛
在
股
」
「
慎
守
勿
失
、
長
生
景

世
」
「
上
察
於
天
、
下
播
於
地
」
な
ど
と
人
間
の
精
気
や
長
寿
に
言

及
す
る
。
ま
た
、
七
番
目
に
登
場
す
る
考
老
も
、
帝
盤
庚
の
問
い

に
答
え
、
「
接
陰
食
神
氣
之
道
」
す
な
わ
ち
房
中
に
言
及
す
る
。

こ
の
傾
向
は
、
他
の
問
答
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
例
え
ば
、
③
の
黄
帝
と
曹
黙
と
の
問
答
で
は
、
「
死
生
」

が
主
題
と
な
っ
て
お
り
、
「
接
陰
治
神
氣
之
道
」
が
肝
要
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
続
く
④
の
黄
帝
と
容
成
と
の
問
答
で
も
、
呼
吸
や
房
中

が
「
死
生
」
「
夭
寿
」
に
関
わ
る
重
大
事
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
さ

ら
に
⑨
で
は
睡
眠
、
⑩
で
は
「
翁
氣
（
気
を
あ
つ
め
る
）
」
の

要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。
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ロ
⑩

秦

昭

王

⑧
一
萬

⑦
 

⑥ I⑤ I④ I③ I② I① 

質
問
者

一

黄
帝

黄
帝

一

黄
帝

黄
帝

甕王
子
巧
父

（
王
子
喬
、

周
太
子
晋
）

帝
盤
庚

睡
眠
、
「
道
」
「
為
道
三
百
編
、
而
臥
最
為
首
」

文
摯

（
宋
の
名
医
）
一

王
期
食
陰
、
翁
氣
、
「
寡
人
何
慮
而
壽
可
長
」
「
精
氣
稜
建
久
長
」

師
癸

「
明
耳
目
之
智
、
以
治
天
下
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
四
肢
不
用
、
家
大
乱
」
を
ど
の

よ
う
に
治
め
る
か
。
「
凡
治
政
之
紀
、
必
自
身
始
。

血
氣
宜
行
而
不
行
、
此
謂
款
残
、
六
極
之
宗
也
」
「
萬
於
是
飲
乳
以
安
后
挑
、
家
乃

「
治
神
氣
之
道
」

考
老

接
陰
、
壽
長
、
「
接
陰
食
神
氣
之
道
」

房
中
術
に
つ
い
て
説
く
。
『
影
祖
』
と
は
主
題
が
全
く
異
な
る
。

回
答
者

天
師

大
成

一曹
然

容
成

舜影
祖

テ
ー
マ
キ
ー
ワ
ー
ド

一

万
物
・
草
木
・
日
月
の
生
長
・
運
行
、
「
食
神
氣
之
道
」

民
の
特
質
、
顔
色
、
「
起
死
食
鳥
精
之
道
」

民
の
死
生
、
壮
者
の
久
栄
、
老
者
の
長
生
、
「
接
陰
治
神
氣
之
道
」

死
生
、
夭
寿
、
呼
吸
、
房
室
生
活
、
「
順
察
天
地
之
道
」

生
、
「
察
夫
陰
陽
」
「
行
歳
百
年
」
「
接
陰
治
神
氣
之
道
」

「
陵
（
縮
）
精
」
「
壽
壺
在
股
」
「
慎
守
勿
失
、
長
生
操
世
」
「
上
察
於
天
、
下
播
於
地

天
地
に
言
及
す
る
点
は
『
影
祖
』
に
類
似
す
る
が
、
個
人
の
「
股
精
」
、
養
生
•
長
生

と
い
う
点
は
『
彰
祖
』
と
異
な
る
。

(30) 



こ
う
し
た
内
容
を
踏
ま
え
て
、
例
え
ば
、
『
馬
王
堆
漢
墓
出
土
房

中
接
生
著
作
釈
訳
』
（
羅
淵
祥
ほ
か
審
校
、
海
峰
出
版
社
・
今
日
中

国
出
版
社
、
一
九
九

0
年
）
は
、
『
十
問
』
等
を
「
房
中
養
生
著
作
」

と
位
置
づ
け
、
『
十
問
』
の
主
題
は
「
預
防
疾
病
」
「
建
康
長
寿
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
馬
王
堆
医
学
文
化
』
（
周
一
謀
ほ

か
著
、
文
源
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
は
、
『
十
問
』
等
を
「
医
書
」

と
位
置
づ
け
る
が
、
『
十
問
』
の
主
題
は
右
の
『
釈
訳
』
同
様
、
「
預

防
疾
病
」
「
建
康
長
寿
」
で
あ
る
と
し
、
特
に
「
順
察
天
地
之
道
」
、

飲
食
、
睡
眠
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
同
書
は
、
『
十
問
』

等
と
古
代
房
中
著
作
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
が
、
『
十
問
』
と
『
影

祖
経
』
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
『
十
問
』
に
は
『
影
祖
経
』
あ
る

い
は
『
影
祖
獲
性
経
』
の
部
分
的
内
容
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
し
、

『
影
祖
経
』
や
『
影
祖
養
性
経
』
は
前
漠
初
期
に
は
既
に
そ
の
祖

本
が
成
立
し
て
い
た
と
の
推
測
を
示
す
。

こ
の
よ
う
に
、
馬
王
堆
漢
墓
竹
簡
『
十
問
』
に
お
け
る
「
影
祖
」

「
者
老
」
は
、
い
ず
れ
も
王
や
帝
か
ら
長
生
に
つ
い
て
下
問
さ
れ
、

そ
れ
に
答
え
る
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
君
臣
の
問
答
と
い

う
構
成
の
面
で
は
、
上
博
楚
簡
『
影
祖
』
に
類
似
し
て
い
る
と
も

言
え
る
が
、
そ
の
主
題
は
全
く
異
な
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
『
十

問
』
で
特
徴
的
な
「
神
氣
」
「
精
氣
」
「
壽
」
「
接
陰
」
な
ど
の
語

も
『
影
祖
』
に
は
全
く
見
え
な
い
。
『
十
問
』
が
出
土
状
況
か
ら
『
今

陰
陽
』
と
い
う
房
中
書
と
同
冊
で
あ
っ
た
可
能
性
も
加
味
す
れ
ば
、

そ
の
思
想
的
傾
向
は
よ
り
明
瞭
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
上
博
楚
簡
『
影
祖
』
の
思
想
的
特
質

に
つ
い
て
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
『
影
祖
』

は
、
影
祖
と
者
老
の
君
臣
問
答
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
こ
で
議
論

さ
れ
て
い
る
の
は
、
個
人
の
長
生
で
は
な
く
、
国
家
の
長
生
で
あ

る
。
彰
祖
は
「
君
」
の
立
場
か
ら
邦
国
の
「
永
長
」
に
つ
い
て
説

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
影
祖
』
は
、
国
名
か
ら
個
人

名
へ
と
い
う
影
祖
伝
承
の
展
開
の
上
で
、
極
め
て
興
味
深
い
位
置

に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
影
祖
」
自
身
は
明
ら
か
に
「
君
」

と
い
う
個
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
一
方
、
そ
こ
で
説
か
れ
て
い
る

の
は
国
家
の
長
生
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
国
名
か

ら
個
人
名
へ
と
い
う
影
祖
伝
承
の
転
換
点
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
の
郭

慶
藩
の
疏
で
あ
る
。
逍
遥
遊
篇
は
、
「
影
祖
乃
今
以
久
特
聞
」
と
、

長
生
者
と
し
て
の
影
祖
像
を
描
い
て
い
る
が
、
郭
慶
藩
は
そ
こ
に
、

「
影
祖
者
、
姓
錢
、
名
鰹
、
帝
顕
項
之
玄
孫
也
。
善
養
性
、
能
調

訓
進
雉
羹
於
党
、
発
封
於
影
城
、
其
道
可
祖
、
故
謂
之
影
祖
」

と
注
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
影
祖
に
「
養
性
」
と
「
調
鼎
（
為

政
）
」
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、

上
博
楚
簡
『
影
祖
』
で
も
、
主
題
は
基
本
的
に
国
家
の
長
生
で
あ

る
が
、
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
と
し
て
説
か
れ
る

君
主
の
心
構
え
は
、
個
人
の
養
生
や
処
世
術
と
し
て
応
用
が
利
く
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四

も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
も
そ
も
、
話
者
が
「
臣
」

と
い
う
個
人
で
、
主
題
が
国
家
の
永
続
で
あ
る
と
い
う
点
は
基
本

的
な
特
色
で
あ
る
。
国
家
か
個
人
か
と
い
う
基
準
に
基
づ
け
ば
、

『
影
祖
』
は
両
者
の
中
間
点
に
あ
り
、
あ
る
い
は
両
方
に
展
開
す

る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

仮
に
上
博
楚
簡
『
影
祖
』
に
見
え
る
よ
う
な
影
祖
像
が
一
定
の

類
型
と
し
て
成
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
国
名
か
ら
個
人
名
へ
と

い
う
影
祖
伝
承
の
展
開
を
促
す
原
動
力
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

国
家
の
長
生
を
「
君
」
た
る
影
祖
が
説
く
と
い
う
内
容
は
、
「
疑
問

を
解
き
明
か
す
資
料
は
ま
っ
た
く
な
い
」
と
さ
れ
て
き
た
従
来
の

研
究
史
の
上
に
、
重
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と

よ
う
。

彰
祖
と
老
子

最
後
に
、
老
子
と
彰
祖
と
の
関
係
に
つ
い
て
附
言
し
て
お
き
た

い
。
右
に
取
り
上
げ
た
『
荘
子
』
逍
遥
遊
篇
の
『
経
典
釈
文
』
で

は
、
「
影
祖
、
李
云
、
名
鰹
。
発
臣
、
封
於
影
城
。
歴
虞
夏
至
商
、

年
七
百
歳
、
故
以
久
壽
見
聞
。
世
本
云
、
姓
錢
、
名
鰹
、
在
商
為

守
蔵
史
、
在
周
為
柱
下
史
、
年
八
百
歳
。
錢
、
音
醸
。
一
云
、
即

II」と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
影
祖
と
老
子
が
同
一

視
ま
た
は
混
同
さ
れ
て
い
る
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
現
象
は
、
漠
代
以
降
、
影
祖
が
不
老
長
生
術
や
房
中
養
生
術
の

達
人
と
さ
れ
、
神
仙
化
し
て
い
く
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
た
だ
、
こ
う
し
た
長
生
伝
説
を
持
つ
人
物
は
他
に
も
い
る
こ

と
か
ら
、
影
祖
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
老
子
と
関
連
づ
け
ら
れ

る
別
の
理
由
が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
上
博
楚
筒
『
影
祖
』
を
今
一
度
検
討
し

て
み
よ
う
。
『
影
祖
』
に
お
け
る
影
祖
の
発
言
は
、
竹
簡
の
残
欠
も

あ
っ
て
、
そ
の
全
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
残
存
部

分
か
ら
は
人
倫
を
重
視
す
る
、
む
し
ろ
儒
家
的
と
言
っ
て
も
い
い

よ
う
な
傾
向
が
看
取
で
き
る
。

た
だ
、
僅
か
な
文
言
の
中
で
は
あ
る
が
、
『
老
子
』
と
の
類
似
性

を
指
摘
で
き
る
点
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
第
二
簡
の
「
慎
終
保
努
」

で
あ
る
。
こ
の
内
、
「
慎
終
」
は
、
『
論
語
』
学
而
篇
に
「
曾
子
日
、

園
紺
追
遠
、
民
徳
蹄
厚
突
」
と
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
の
意
味
は
、

父
母
の
終
わ
り
（
葬
儀
）
を
、
ま
ご
こ
ろ
を
尽
く
し
て
執
り
行
う

と
い
う
も
の
で
あ
り
（
注
17)

、
『
影
祖
』
の
文
脈
の
上
で
は
唐
突
な

理
解
と
な
る
。
一
方
、
『
老
子
』
第
六
十
四
章
に
「
民
之
従
事
、
常

於
幾
成
而
敗
之
、
園
糾
如
始
、
則
無
敗
事
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

物
事
の
最
後
を
慎
重
に
し
て
立
派
に
な
し
と
げ
る
の
意
で
あ
り
、

『
影
祖
』
の
文
脈
上
、
適
切
な
理
解
と
な
る
。
「
慎
終
」
が
当
時
ど

の
程
度
の
重
み
を
持
つ
言
葉
で
あ
っ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、

子
』
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
と
し
て
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
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次
に
、
第
六
簡
の
「
…
…
之
謀
不
可
行
、
侃
楊
之
心
不
可
長
、

遠
慮
用
素
心
白
身
澤
」
も
重
要
な
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
謀
」

や
「
侃
楊
之
心
」
が
、
持
続
し
な
い
作
為
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い

る
。
「
侃
傷
」
は
、
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
に
「
人
乍
見
襦
子
将
入

於
井
、
皆
有
侃
楊
側
隠
之
心
」
と
あ
り
、
『
孟
子
』
に
お
い
て
は
無

論
重
視
さ
れ
る
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
影
祖
』
に
お
い
て
、
こ
れ

が
こ
と
さ
ら
な
人
為
と
し
て
否
定
さ
れ
る
と
い
う
点
は
、
む
し
ろ

『
老
子
』
を
連
想
さ
せ
る
。
「
素
心
白
身
」
と
い
う
素
朴
な
心
身
の

あ
り
方
を
重
視
す
る
点
も
、
『
老
子
』
の
思
想
傾
向
に
合
致
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
『
影
祖
』
と
『
老
子
』
に
つ
い
て
は
、

明
確
な
前
後
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
「
人
為
」
に
関

し
て
、
両
者
に
類
似
す
る
思
想
的
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
も
そ
も
、
「
天
長
地
久
」
と
い
う
事
物
の
永
長
を
説
く
の

は
、
『
老
子
』
の
思
想
の
最
大
の
特
質
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い

（注
18)
。
そ
れ
が
国
家
で
あ
れ
、
個
人
で
あ
れ
、
「
長
生
」
「
長
久
」

を
説
く
と
い
う
思
想
自
体
が
既
に
両
者
の
接
近
を
約
束
し
て
い
た

と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
推
測
が
妥
当
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
影
祖
に
は
、
長
生
・

房
中
伝
説
が
付
加
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
『
老
子
』
の
思
想
と
の
関
係

に
お
い
て
、
一
定
の
類
縁
性
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
可
能
性

ろ
う
。

結

五ロ-I-＿ロ

を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
思
想
的
共
通
点
も
、
後
に
老

子
と
影
祖
が
一
体
化
さ
れ
た
り
、
混
同
さ
れ
た
り
す
る
要
因
の
一

つ
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
、
本
稿
で
は
、
上
博
楚
簡
『
影
祖
』
の
内
容
を
検
討
し
、

併
せ
て
影
祖
伝
承
の
上
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て

き
た
。影
祖
は
、
古
代
伝
承
に
お
い
て
は
氏
族
や
邦
国
の
名
と
さ
れ
て

い
た
が
、
後
に
、
七
百
歳
ま
た
は
八
百
歳
の
長
寿
を
保
っ
た
人
物

と
し
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
不
老
長
生
術
・

房
中
養
生
術
の
達
人
と
い
う
神
仙
的
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
く
。

こ
う
し
た
影
祖
伝
承
の
展
開
の
上
で
、
上
博
楚
簡
『
影
祖
』
に

お
け
る
影
祖
像
は
極
め
て
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
。
彰
祖
は
邦
国

の
名
で
は
な
く
、
明
ら
か
に
一
人
の
「
君
」
と
し
て
登
場
し
、
「
臣
」

で
あ
る
考
老
と
君
臣
問
答
を
交
わ
す
。
そ
の
主
題
は
、
天
地
の
道

や
人
倫
、
そ
し
て
国
家
の
永
続
で
あ
っ
た
。
一
方
、
影
祖
が
個
人

と
し
て
描
か
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
決
し
て
個
人
の
長
生
が
説
か

れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
世
俗
を
超
越
す
る
「
術
」
的
要

素
な
ど
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
国
家
か
個
人
か
と
い
う
影
祖
伝
承

の
指
標
か
ら
見
れ
ば
、
は
そ
の
中
間
点
に
位
置
し
て
い
る
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と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
孔
子
の
つ
い
て
も
、
新
た
な
知
見

を
提
供
す
る
。
『
論
語
』
述
而
篇
に
「
子
日
、
述
而
不
作
、
信
而
好

古
、
嶺
比
於
我
老
彰
」
と
あ
る
。
こ
の
「
老
彰
」
の
理
解
に
つ
い

て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
影
」

が
影
祖
の
こ
と
で
あ
り
、
「
老
」
は
そ
れ
に
冠
せ
ら
れ
た
尊
称
で
あ

る
と
す
る
理
解
で
あ
る
（
注
1
9
)
0

こ
の
場
合
、
孔
子
が
「
我
が
老
影
に
比
す
」
と
親
し
み
を
込
め

て
述
べ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
影
祖
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は

漠
然
と
し
た
邦
国
と
し
て
の
影
祖
で
は
な
く
、
ま
た
不
老
長
生
や

房
中
養
生
に
長
け
た
神
仙
と
し
て
の
影
祖
で
も
な
か
ろ
う
。
孔
子

の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
『
影
祖
』
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
影
祖
像
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
自
ら
戒
め
て
度
を
越
え
る

こ
と
な
く
、
自
己
を
慎
み
修
め
、
長
期
に
わ
た
っ
て
邦
国
を
存
続

さ
せ
る
と
い
う
保
守
的
な
影
祖
の
姿
が
、
孔
子
の
心
を
捉
え
た
の

で
あ
ろ
う
。
「
述
べ
て
作
ら
ず
、
信
じ
て
古
を
好
む
」
こ
と
を
理
想

と
し
た
孔
子
は
、
そ
う
し
た
影
祖
の
姿
に
強
い
親
近
感
を
覚
え
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
上
博
楚
簡
『
影
祖
』
は
、
こ
れ
ま
で
未
詳
と
さ

れ
て
き
た
彰
祖
伝
承
の
展
開
に
つ
い
て
極
め
て
重
要
な
手
が
か
り

を
与
え
て
い
る
。
と
同
時
に
、
老
子
と
影
祖
、
お
よ
び
孔
子
と
影

祖
の
関
係
の
解
明
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
可
能
性
を
提
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

(
1
)

第
八
簡
は
上
下
端
が
や
や
欠
損
し
て
い
る
が
、
簡
長
は
五
十
三
・

-cm
で
、
ほ
ぼ
完
簡
に
近
い
。
と
こ
ろ
が
、
文
字
数
は
、
墨
鉤
の
後

を
留
白
に
し
て
い
る
た
め
四
十
字
し
か
な
い
。
本
来
な
ら
あ
と
十
余

字
程
度
記
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
竹
簡
で
あ
る
。
こ
の
墨
鉤
と
留
白
と

の
意
味
は
、
本
書
の
末
尾
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。
戦
国
楚
簡
に
お
け
る
墨
節
・
墨
鉤
・
墨
釘
と
留
白
と
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
上
博
楚
簡
『
従
政
』
の
竹
簡
連
接
と
分

節
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
三
十
六
号
、
二
0
0四
年
）
参
照
。

(
2
)

文
義
未
詳
で
あ
る
。
釈
文
は
、
『
管
子
』
に
「
大
匡
」
篇
（
「
以
大

事
匡
君
」
の
意
）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
「
款
」
字
が
『
性

自
命
出
』
第
六
十
二
簡
に
「
身
欲
静
而
母
款
、
慮
欲
淵
而
母
偽
」
と

あ
る
の
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
の
意
は
「
動
」
。
李
鋭
「
《
影
祖
》
補

繹
」
（
簡
吊
研
究
網
）
は
「
存
疑
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
大
暑
之
逝
難
、

易
滞
欲
、
舒
…
…
」
と
読
む
。

(
3
)

釈
文
は
、
簡
文
の
文
例
か
ら
、
「
告
汝
」
の
二
字
が
補
え
る
と
し
、

そ
れ
を
[
]
符
号
で
示
す
が
、
第
三
簡
と
の
接
続
は
不
明
と
す
る
。

(
4
)

「
至
心
」
と
は
、
直
後
に
「
受
命
永
長
」
と
あ
る
の
で
、
か
つ
て
封

注
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建
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
恩
を
忘
れ
ず
、
そ
の
保
持
•
永
続
に
努
め

る
、
の
意
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

(
5
)
「
朕
身
」
の
「
朕
」
は
古
代
の
一
人
称
代
名
詞
。
た
だ
釈
文
は
、
第

三
簡
•
第
八
簡
に
よ
り
「
者
老
」
の
名
が
「
朕
摯
」
の
如
く
で
あ
り
、

こ
こ
の
「
朕
」
も
「
朕
摯
」
の
略
称
で
あ
る
と
説
く
。
い
ず
れ
に
し

て
も
荀
老
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
芸
」
と
「
行
」

に
つ
い
て
は
、
『
周
礼
』
地
官
司
徒
・
州
長
に
「
州
長
各
掌
其
州
之
教

治
政
令
之
法
、
正
月
之
吉
、
各
属
其
州
之
民
而
讀
法
、
以
孜
其
圏
伺
[

迦
鉗
而
勧
之
」
、
『
論
語
』
述
而
篇
に
「
子
日
、
志
於
道
、
披
於
徳
、

依
於
仁
、
囲
渕
劉
」
、
同
・
薙
也
篇
に
「
日
、
和
叫
蜘
『
於
従
政
乎
何

有
」
と
あ
る
。
李
零
氏
の
釈
文
も
、
「
芸
」
は
オ
能
、
「
行
」
は
徳
行

を
指
す
と
説
く
。

(
6
)

「
帝
」
は
、
漠
然
と
し
た
天
帝
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
か
つ
て
彰

祖
や
者
氏
一
族
を
封
建
し
た
帝
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
影
祖
伝
承

の
中
に
は
、
影
祖
が
党
の
臣
下
で
あ
っ
た
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

(
7
)
『
影
祖
』
の
場
合
、
完
簡
に
は
約
五
十
三
字
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

仮
に
両
簡
の
間
に
、
も
う
一
簡
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
天
地
人
に
関
す

る
五
十
余
字
の
解
説
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
後
述
の
よ

う
に
、
第
三
簡
（
上
下
端
欠
損
簡
で
文
字
数
は
二
十
字
）
が
そ
の
末

尾
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

(
8
)

「
摯
摯
」
は
勤
勉
し
て
怠
ら
ざ
る
意
。
『
書
経
』
泰
誓
に
「
摯
摯
無

敏
、
天
賭
有
立
父
母
、
民
之
有
政
有
居
」
、
盛
心
上
篇
に
「
雛

鳴
而
起
、
摯
摯
為
善
者
、
舜
之
徒
也
」
と
あ
る
。

(
9
)
釈
文
は
、
「
耗
i
1

」
は
重
文
で
「
昏
憤
」
（
み
だ
れ
る
）
の
意
と
し
、

こ
こ
は
者
老
の
「
謙
詞
」
で
あ
る
と
説
く
。

(10)
「
五
紀
」
に
つ
い
て
、
釈
文
は
「
含
義
待
考
」
と
す
る
が
、
李
鋭
「
《
彰

祖
》
補
釈
」
（
簡
吊
研
究
網
）
は
『
尚
書
』
洪
範
の
「
五
紀
」
（
五
紀
、

一
日
歳
、
二
日
月
、
三
日
日
、
四
日
星
辰
、
五
日
暦
敷
）
で
は
な
く
、

『
荘
子
』
盗
妬
篇
の
中
で
子
張
の
説
く
「
五
紀
」
、
す
な
わ
ち
「
子
不

為
行
、
即
賭
疏
戚
元
倫
、
貴
賤
元
義
、
長
幼
元
序
。
五
紀
六
位
、
将

何
以
為
別
乎
」
で
あ
る
と
し
、
具
体
的
に
は
、
「
君
臣
・
父
子
・
兄
弟
・

夫
婦
・
朋
友
」
の
五
倫
で
あ
る
と
説
く
。

(11)
原
文
の
「
周
」
「
修
」
字
に
つ
い
て
、
趙
柄
清
「
上
博
簡
三
《
影
祖
》

補
釈
」
（
簡
吊
研
究
網
）
は
、
「
周
」
を
「
調
」
ま
た
は
「
合
」
と
釈

読
し
て
「
和
諧
」
の
意
と
し
、
「
修
」
に
つ
い
て
は
「
美
」
「
善
」
の

意
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
意
味
に
大
差
は
な
い
と
判
断
し
て
「
周
」
「
修
」

の
ま
ま
解
釈
し
た
。

(12)

こ
こ
で
は
、
「
素
心
」
「
白
身
」
の
句
構
成
で
あ
る
と
判
断
し
て
解

釈
し
た
が
、
注

(11)

前
掲
の
趙
柄
清
「
補
釈
」
は
、
当
該
箇
所
を

「
遠
慮
用
素
、
心
白
身
繹
」
と
句
読
し
、
「
長
遠
的
思
慮
要
出
自
本
性
、

心
地
純
潔
、
身
体
放
松
」
と
解
釈
す
る
。
「
用
素
」
の
箇
所
の
解
釈
が

判
然
と
し
な
い
が
‘
―
つ
の
別
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(13)
釈
文
の
隷
定
は
「
褻
」
。
釈
文
は
「
待
考
」
と
す
る
が
、
あ
る
い
は
「
修
」

か
と
す
る
。
前
後
の
対
応
関
係
か
ら
「
修
」
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

(35) 



(14)

「
腺
」
字
に
つ
い
て
、
釈
文
は
、
「
晨
（
修
）
」
字
の
反
義
と
し
、
「
一

命
三
【
腺
】
」
と
補
う
。
腺
は
肥
え
る
、
さ
か
ん
の
意
。
こ
こ
で
は
、

受
命
し
た
後
、
度
を
越
え
る
、
蒻
慢
な
態
度
を
取
る
の
意
。

(15)
釈
文
の
隷
定
は
「
母
蚊
富
、
母
勃
賢
、
母
向
桓
」
。
こ
こ
で
は
、
「
母

抽
富
、
母
阿
賢
、
母
向
桓
」
と
釈
読
し
、
度
を
越
え
て
浪
費
し
な
け

れ
ば
富
み
、
他
者
に
阿
る
こ
と
な
く
自
己
を
確
立
す
れ
ば
賢
者
と
な

り
、
他
者
に
刃
向
か
う
こ
と
な
く
自
己
修
養
す
れ
ば
基
盤
を
樹
立
で

き
る
、
と
解
釈
し
て
み
た
。
な
お
、
注

(11)

前
掲
の
趙
柄
清
「
補

釈
」
は
、
「
母
抽
富
、
母
拘
賢
、
母
向
桓
」
と
釈
読
し
、
「
不
要
妓
耀

自
己
的
富
有
、
不
要
脈
殺
賢
能
之
人
、
不
尚
美
食
享
楽
」
と
訳
す
。

三
句
の
バ
ラ
ン
ス
に
や
や
疑
問
が
残
る
が
‘
―
つ
の
別
解
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

(
1
6
)こ
れ
は
、
孔
広
森
•
厳
可
均
の
説
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。
『
列

子
』
力
命
篇
の
「
影
祖
之
智
不
出
党
舜
之
上
、
而
壽
八
百
」
に
つ
い

て
、
『
列
子
集
釈
』
を
参
考
に
す
る
と
、
「
孔
廣
森
日
、
彰
祖
者
、
影

姓
之
祖
也
。
彰
姓
諸
國
、
大
影
・
家
露
•
諸
稽
。
大
彰
歴
事
虞
夏
、

於
商
為
伯
、
武
丁
之
世
滅
之
、
故
日
彰
祖
八
百
歳
、
謂
影
國
八
百
年

而
亡
、
非
賞
錢
不
死
也
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
厳
可
均
日
、
鄭
語
、
史

伯
日
、
祝
融
之
後
八
姓
、
大
影
家
露
為
商
伯
、
彰
姓
・
彰
祖
・
家
尊
・

諸
稽
、
商
滅
之
。
露
昭
解
、
「
大
彰
、
陸
終
弟
三
子
日
錢
、
為
彰
姓
、

封
於
大
彰
、
謂
之
彰
祖
」
。
又
解
、
「
彰
祖
、
大
影
也
」
。
史
記
楚
世
家
、

「
陸
終
生
子
六
、
三
日
彰
祖
」
。
集
解
引
虞
翻
日
、
「
名
期
、
為
彰
姓
、

封
於
大
彰
、
謂
之
彰
祖
J
o

索
隠
引
世
本
、
「
三
日
錢
鰹
、
是
為
彰
祖
」
。

周
書
嘗
泰
解
日
、
「
皇
天
哀
萬
、
賜
以
彰
壽
、
思
正
夏
略
」
。
竹
書
紀

年
、
「
帝
敗
十
五
年
武
観
以
西
河
叛
、
影
伯
壽
率
師
征
西
河
、
合
而
断

之
」
。
知
影
祖
國
名
、
即
大
彰
、
夏
商
為
方
伯
、
古
五
覇
之
一
、
唐
虞

封
國
、
偲
数
十
世
、
八
百
歳
、
而
滅
於
商
、
此
其
事
賞
也
。
彰
祖
八

百
歳
猶
言
夏
四
百
歳
、
商
六
百
歳
、
周
八
百
歳
也
」
と
説
く
。
こ
れ

に
つ
い
て
馬
叙
倫
も
「
孔
厳
之
説
是
也
」
と
両
説
を
支
持
し
、
「
荘
子

逍
逝
遊
云
、
「
而
影
祖
乃
今
以
久
特
聞
」
。
似
荘
子
亦
誤
信
影
壽
有
七

八
百
歳
之
久
。
蓋
俗
有
此
説
、
荘
子
従
而
言
之
、
荀
子
亦
然
。
顔
淵

之
オ
不
出
衆
人
之
下
、
而
壽
十
八
」
と
説
く
。

(17)

『
論
語
集
解
』
引
く
孔
安
国
注
に
「
孔
日
、
慎
終
者
、
喪
盛
其
哀
、

追
遠
者
、
祭
盛
其
敬
、
君
能
行
此
二
者
」
と
あ
る
。

(18)

『
老
子
』
第
七
章
に
「
天
長
地
久
。
天
地
所
以
能
長
久
者
、
以
其
不

自
生
。
故
能
長
生
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
長
」
「
久
」
を
重
視
す
る
言

と
し
て
は
、
他
に
「
描
而
鋭
之
、
不
可
長
保
」
（
第
九
章
）
、
「
自
衿
不

長
」
（
第
二
十
四
章
）
、
「
脩
之
郷
、
其
徳
乃
長
」
（
第
五
十
四
章
）
「
莫

知
其
極
、
可
以
有
國
。
有
國
之
母
、
可
以
長
久
、
是
謂
深
根
固
帯
、

長
生
久
視
之
道
」
（
同
）
、
「
不
失
其
所
者
久
、
死
而
不
亡
者
壽
」
（
第

三
十
三
章
）
、
「
知
足
不
辱
、
知
止
不
殆
、
可
以
長
久
」
（
第
四
十
四
章
）

な
ど
が
あ
る
。

(19)
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
に
、
「
老
影
、
彰
祖
也
。
年
八
百
歳
、
故
日
老

影
也
」
と
説
く
。

(36) 


